
別紙 

九州森林管理局庁舎清掃業務仕様書 

 

（総 則） 

１ 九州森林管理局庁舎清掃業務は、別紙「九州森林管理局庁舎清掃業務内訳書」のとおりと

し、日常清掃、定期清掃、臨時清掃等に区分する。 

２ 清掃業務の場所は別紙「清掃業務位置図」のとおりとする。 

３ 清掃時間は、原則として６時３０分から１７時３０分までとする。 

各事務室の清掃については８時３０分までに完了すること。ただし、発注者は清掃時間の

変更を指示することがある。 

４ 日常清掃は通常勤務日に行い、臨時清掃は発注者の指示する時期に行う。 

５ 机上の文書箱、係標示標、残置された文書簿冊及び物品等は、みだりに移動または破棄し

ないこと。 

６ 借用した鍵は慎重に取り扱い、業務を遂行するために必要な時間と場所に限って使用する。 

７ 材質に合わせ専用洗剤を塗布し、表面に付着しているゴミ、汚れを除去する。 

８ ゴミ・ダンボ－ル・再生紙・廃棄物品等は発注者が指示した場所へ集積する。 

 

（日常清掃） 

１ 日常清掃は、別紙「九州森林管理局庁舎清掃業務内訳書」のとおりとし、通常勤務日に行

う。 

２ 塩ビタイル及び板張りの床清掃は自在刷毛箒または電気掃除機を使用する。 

休養室にあっては箒又は電気掃除機を使用する。 

局長室のジュウタン敷の清掃は電気掃除機を使用する。 

３ 玄関ホ－ル及び１階廊下は１日２回程度のモップ拭きを行う。 

４ 湯沸室等の人造石磨き出し、床または便所等のタイル床面は掃いて雑巾等で水拭きを行

う。ただし、発注者が指示するときは水洗いを行う。 

５ 足拭きマットは屋外に持ち出し付着物落としを行う。ただし、発注者が指示するときは

水洗いを行う。 

６ ポ－チ、バルコニ－等セメントモルタル床にあっては床掃きを行う。ただし、発注者が

指示するときは水洗いを行う。 

７ 出入り口扉は埃を払い雑巾で拭く。 

８ ドアノブ、コンセント、湯沸器蛇口、その他床面金属類は金属磨きを行い光沢の保持に

努める。 

９ 湯沸室等の茶殻、食物の残さい、屑カゴのゴミ等は、毎日１７時以降に指定された場所

にビニ－ル袋に詰めて集積する。 

コンテナのリサイクル紙は、発注者が指示する場所のカゴに集積する。 

１０ 事務室等の屑カゴの紙屑等を入れるための容器を、毎日指定された場所に配置する。 

（１）配置場所  事務室等  １９ヶ所 

（２）容器の配置は勤務日の１６時３０分までに終了する。 

１１ 便所は床面を掃いて雑巾等で水拭きする。 

手洗器、便器は丁寧に水性剤をもって洗浄し拭きあげる。 

１２ 局長室・業務管理官室・各部長室の拭き掃除は原則として始業前に行う。 

（１）机等の書類には絶対ふれないこと。 

（２）机等は濡れ雑巾で拭いた後、乾いた雑巾で拭くこと。 



（３）応接台に附属するソフア－は乾いた雑巾で拭くこと。 

（４）塵籠は塵を始末し、所定の場所に置くこと。 

（５）書架の上等埃がたまりやすい所は必要に応じ乾いた雑巾等で掃除すること。 

１３ 特定屋外喫煙場所の灰皿は吸い殻を始末し、水洗いを行い所定の場所に置くこと。 

１４ 玄関前及び正門前広場は毎日朝一番で巡視する。又、清掃は入念に実施する。 

１５ 消耗品は常に補給すること。 

トイレットペーパー（洋式トイレ含む）、便座消毒剤、便器洗浄剤、石鹸水、紙タオル、

防臭剤、手洗石けん、ビニール袋等の消耗品。 

 

（定期清掃） 

１ 定期清掃は別紙２「九州森林管理局庁舎清掃業務内訳書」のとおりとする。 

２ 物品庫、書類庫の棚についてはハタキがけをし、書架の埃をとり床面は自在刷毛箒をも

って清掃し水拭きする。 

３ 窓ガラス等の清掃は、洗浄後専用スクイジー等で両面ふき取りを行うこと。 

４ 便所等の換気扇の清掃は、洗剤をつけて定期的に洗うこと。 

５ 突発的に発生した作業については、作業終了後、速やかに確認検査を受けること。 

 

（臨時清掃） 

１ 建物周りの清掃は塵拾い並びに箒がけを行い常に清潔にする。特に、大風・大雨の後は

散乱した落ち葉等を直ちに片付ける。 

２ 正門に設置の門扉のレールに落ち葉、泥などが詰まり開閉の際に支障がないよう清掃を

行うこと。 

 

（作業上の注意事項） 

１ 作業者は火災予防に注意し、特定屋外喫煙場所以外では喫煙しないこと。 

２ 清掃区域以外または立入禁止区域に無断で立ち入らないこと。 

３ 作業に使用した器具類は所定の場所に格納すること。 

 

（作業員の管理） 

１ 作業員の配置等 

（１）別紙「作業員名簿」を提出すること。 

（２）作業主任者を配置（常駐） 

（３）作業時間の遵守（６時３０分～１７時３０分） 

（４）作業員の時間別配置人数 

・６時３０分～１０時３０分 ３人以上 

・１０時３０分～１２時、１３時～１５時３０分 １名以上 

・１５時３０分～１７時３０分 ２名以上 

 

２ 服装及び身分の明確化 

作業員の衣服は、本業務を行うのに適し、かつ統一されたものとし、作業員の所属す

る社名を明記した名札を付けること。 

作業員が着用する服装は、常に清潔に保ち、汚染した場合は、速やかに交換すること。 

３ 指導教育 

請負者は、作業員に対して、本業務に必要な知識、技術及び接遇対応等を向上するた

めの指導、教育及び研修等を行うものとし、本業務を円滑に行うことができるよう万全



を期すこと。 

 

（その他） 

１  雨天の日は滑り止めのため、１階廊下の滑りやすい所にはマットを敷く、又、マット

は月に１回以上は水洗いし乾燥させる。 

２  茶殻整理は、毎日午後５時１５分以降に行い、茶捨て容器は水洗いする、電気ポット

の電源を抜くこと。ただし、電気ポットの汚れ具合等により、発注者が指示するときは

水洗いを行う。 

 



別紙 

作業員名簿 

 

（日常清掃） 

担当 氏名 生年月日
性

別 
住所 

備考 

（取得している資格等）

作業主任者  

 

 

（定期清掃） 

担当 氏名 生年月日
性

別 
住所 

備考 

（取得している資格等）

作業主任者  

 

 

（臨時清掃） 

担当 氏名 生年月日
性

別 
住所 

備考 

（取得している資格等）

作業主任者  



地下機械室前ホール

地下ドライエリア

定期清掃
年１回

地下

別紙「清掃業務位置図」



休養室

休養室

総務課分室（文書室）

１階

日常清掃

週２回

週１回

２週１回

毎日

食　堂

女子更衣室 男子更衣室

研修室

通　路

総括事務室

相談官（総務）事務室

相談官(審理)事務室相談事務室



経理課

企画調整課

総務部長室

業務管理官室

（拭き掃除含む）
総務課

物品庫

拭き掃除

（週２）

総務企画部長室

（拭き掃除含む）

定期清掃
半年に１回

バルコニー

バルコニー

２階

日常清掃

週２回

週１回

２週１回

毎日



技術普及課

資源活用課

資源活用課

分室

技術普及課

分室

森林整備課

森林整備部長室

（拭き掃除含む）

３階

日常清掃

週２回

週１回

２週１回

毎日



研修室 第二会議室

第一会議室

研修室分室

計画保全部長室

（拭き掃除含む）

保全課

治山課

治山課分室

４階

日常清掃

週２回

週１回

２週１回

毎日



図書室

計画課

第一会議室

５階

日常清掃

週２回

週１回

２週１回

毎日



６階

日常清掃

週２回

週１回

２週１回

毎日

特定屋外
喫煙場所



臨時清掃
外周り

特定屋外
喫煙場所



休養室

休養室

総務課分室（文書室）

ワックスがけ該当箇所
１階

定期清掃

男子更衣室



経理課

企画調整課

総務部長室

業務管理官室

（拭き掃除含む）
総務課

物品庫

拭き掃除

（週２）

総務企画部長室

（拭き掃除含む）

バルコニー

バルコニー

ワックスがけ該当箇所
２階

定期清掃



ワックスがけ該当箇所
３～５階

定期清掃



別表 

 

消耗品支給一覧表 

 

  １  トイレットペ－パ－                               

  ２    便座消毒剤                                       

  ３    便器洗浄剤                                       

  ４    石鹸水                                           

  ５    ペーパータオル                                 

  ６    消臭剤（トイレ用）                               

  ７  手洗石けん                                       

  ８  ビニール袋    

  ９   食器洗剤                                         

 １０   食器消毒剤                                       

 １１   その他、発注者が必要と認める消耗品 

  



年　　　月分 九州森林管理局専有部分及び共有部分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

東･西階段

湯沸室

男･女トイレ廊下

男･女トイレ廊下前廊下

ゴミ･紙回収

茶殻整理

東･西階段

湯沸室

男･女トイレ廊下

男･女トイレ廊下前廊下

ゴミ･紙回収

茶殻整理

東･西階段

湯沸室

男･女トイレ廊下

男･女トイレ廊下前廊下

ゴミ･紙回収

茶殻整理

東･西階段

湯沸室

男･女トイレ廊下

男･女トイレ廊下前廊下

ゴミ･紙回収

茶殻整理

廊下

ＥＶホール

東･西階段

湯沸室

男･女トイレ廊下

男･女トイレ廊下前廊下

ゴミ･紙回収

茶殻整理

休養室

ポーチ

風除室

玄関ホール

廊下

エレベータ内

食堂

廊下

男子･女子トイレ

ゴミ･紙回収

茶殻整理

外回り 特定屋外喫煙場所

令和８年度

清 掃 作 業 実 施 記 録 簿 （ 毎 日 ）

５階

４階

３階

清　掃　箇　所

２階

１階

別館１階



年　　　月分 九州森林管理局専有部分及び共有部分

令和８年度

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

６階 東･西階段

第一会議室

計画課･分室

図書室

女子更衣室

EVホール

廊下

研修室･分室

第一･第二会議室

保全課

治山課･分室

女子更衣室

EVホール

廊下

技術普及課･分室

資源活用課･分室

森林整備課

女子更衣室

EVホール

廊下

企画調整課

局長秘書室

総務課

経理課

会議室

総務課物品庫

女子更衣室

局長室拭き掃除（火･木曜日）

総務課分室（文書室）

受付

女子更衣室

別館１階風除室

３階

２階

１階

４階

清 掃 作 業 実 施 記 録 簿 （ 週 ２ 日 ）

清　掃　箇　所

５階



年　　　月分 九州森林管理局専有部分及び共有部分

令和８年度

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

１階 経理課分室

２階 局長室掃除

２階 業務管理官室掃除

２階 総務企画部長室掃除

３階 森林整備部長室掃除

４階 計画保全部長室掃除

２階 業務管理官室拭き掃除

２階 総務企画部長室拭き掃除

３階 森林整備部長室拭き掃除

４階 計画保全部長室拭き掃除

別館１階 熊本国税局執務室等（８）

別館２階 大会議室

別館２階 控室Ａ･Ｂ

別館２階 廊下

別館２階 ロビー

年　　　月分 九州森林管理局専有部分及び共有部分

令和８年度

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

本館別館 ワックス掛け

別館２階 大会議室バルコニー（東･西）

本館
窓ガラス等
（九州森林管理局）

外回り ドレン清掃

別館１階 換気扇清掃（熊本国税局）

別館１階 地下降階段

別館地下 地下（地下室、ドライエリア）

別館１階
窓ガラス等（網戸、サッシ、
レール含む（熊本国税局））

外回り 室外外回り

【臨時：年２４回】

清 掃 作 業 実 施 記 録 簿 （ 週 1 、 2 週 1 ）

清　掃　箇　所

【週１日】

【清掃２週１日】

清 掃 作 業 実 施 記 録 簿 （ 臨 時 ）

清　掃　箇　所

【定期：四半期に１回】

【定期：半年に１回】

【定期：年１回】


